
「大沢川原一丁目地内配水流量計修繕」仕様書 

 

１．適用 

  この仕様書は、盛岡市上下水道局が発注する「大沢川原一丁目地内配水流量計修繕」に

適用する。 

 

２．修繕の目的 

  大沢川原一丁目地内に設置されている電磁流量計の故障が判明したため、修繕にて検

出器及び変換器の取替を実施することを目的とする。 

 

３．施工箇所 

  大沢川原一丁目地内（別添：設計図参照） 

 

４．施工内容 

  下記のとおり取替を行う。 

既  設 新  設 

検出器 

型式：MGG12F-250EG14LS8AAA-X-X 

製造番号：R-GJ07F-41-111 

検出器 

型式：MGG12F-250EG14LS8AAA-X-X 

製造番号：R-GJ07F-41-111 

 

変換器 

型式：MGG10C-MH3G-1B1X-X 

製造番号：R-GJ07F-41-101 

 

変換器 

型式：MGG10C-MH3G-1B1X-X 

製造番号：R-GJ07F-41-101 

 

 

５．図面 

  別紙、設計図のとおり。 

 

６．仕様 

  施工にあたっては、盛岡市水道工事標準仕様書、水道工事標準仕様書【土木工事編・ 

設備工事編】(日本水道協会)等に基づき適正に行うこと。 

 

７．留意事項 

(1)施工時間は、原則、平日の20時から5時までとする。 

(2)施工中に重大な不良箇所が判明した場合、速やかに発注者へ報告し、指示を受け

ること。 



(3)廃棄物が生じた場合、その処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律、建設工事にかかわる資材の再資源化等に関する法律に基づき適法に処分するこ

と。 

(4)事故が発生した場合は、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報

告をすること。 

(要領書等は盛岡市ホームページを参照) 

 

８．提出書類 

  (1)施工中 

   ア 工事着手届(工事着手時) 

   イ 工事工程表(当初・変更がある場合) 

   ウ 現場責任者通知書 

   エ 工事計画書(当初・変更がある場合) 

   オ 工事打合せ簿(必要である場合) 

   カ 工事完了報告書(工事完了時) 

   キ 工事成果引渡書(検査合格後) 

   ク アからキのほか必要なもの(必要に応じて材料承諾・下請負承諾等) 

  (2)完成図書 

   ア 施工期間中に提出した工事打合せ簿等の写し 

   イ 完成図面 

   ウ 施工中の写真 

   エ 工事検査試験がある場合は成績書(出荷時点での品質を保証する類の書類) 

   オ 現状変更完了報告書作成にあたり、監督員から指示があった資料 

   カ アからオのほか必要なもの 

 

９．その他 

  (1)仕様書等に疑義が生じた時、又は明示されていない事項については、両者協議のう

え、決定する。 

  (2)8.提出書類中、「工事」と記載されたものは「修繕」と読み替えるものとして当該書   

  類をもって提出することとする。 



 

 

修 繕 契 約 約 定 
 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、頭書の修繕契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別途示す仕様書、図面等その他の参考図書

（以下「仕様書等」という。）に従い、これを履行しなければならない。 

２ 仕様書等に明示されていないもの、又は疑義があるものについては、発注者と受注者とが協議して定めることとし、軽微なものに

ついては、発注者の指示に従うものとする。 

 

（関係法令の遵守） 

第２条 受注者は、この修繕の履行にあたり、労働基準法その他の法令上受注者に課せられた責務を負わなければならない。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第３条 受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は

担保の目的に供してはならない。ただし、受注者が中小企業信用保険法（昭和25年法律第 264号）第２条第１項に規定する中小企業

者であって、信用保証協会法（昭和28年法律第 196号）第２条に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和25年政

令第 350号）第１条の３に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書に基づいて売掛金債権を譲渡した場合における市の対価の支払による弁済の効力は、盛岡市上下水道局財務規程（平

成 22 年４月１日上下水管規程第３号）第 33 条第３項に規定する支出負担行為の確認を金銭出納員が行った時点で生ずるものとす

る。 

 

（一括再委任又は一括下請負の禁止） 

第４条 受注者は、修繕の全部又は主要部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、やむを得ずこの契約

の一部を委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。 

 

（臨機の措置） 

第５条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 

２ 前項において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得な

い事情があるときはこの限りではない。 

３ 受注者は、第１項の措置をとったときは、延滞なくその内容を書面により発注者に通知しなければならない。 

 

（監督員） 

第６条 発注者は、必要と認めるときは、受注者の修繕の履行について監督員を派遣することができるものとし、受注者は、監督員の

職務執行に協力するものとする。 

 

 （一般的損害等） 

第７条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）については、受注者がその費用を負担す

るものとする。ただし、その損害（保険その他によりてん補された部分を除く。）のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じた

ものについては、発注者が負担する。 

 

（契約の変更及び中止） 

第８条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等を変更し、若しくは作業を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。

この場合において、契約金額、修繕の期間その他この契約に定める条件について変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協

議して定めるものとする。 

２ 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害額を賠償しなければならない。ただし、賠償額は発注者と

受注者とが協議して定めるものとする。 

 

（契約期間の延長） 

第９条 受注者は、天災地変その他やむを得ない理由により契約期間内に修繕を完了することができないときは、契約期間内にその理

由等を詳記した期間延長の申出書を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定により申出書を受理したときは、内容を検討し、正当であると認めたときは期間を延長することができる。

この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めるものとする。 

 

（危険負担） 

第10条 発注者と受注者双方の責めに帰することができない事由により、受注者が修繕の全部又は一部を完了することができない場合

には、発注者は契約を解除することができる。 

 

（検査） 

第11条 受注者は、修繕が完了したときは、速やかに発注者に対して報告しなければならない。ただし、発注者が必要でないと認める

ときはこの限りではない。 

２ 発注者は、前項の報告を受けたときはその日から10日以内に速やかに業務完了の確認検査（以下「検査」という。）を行うものとす

る。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり補正を命じられたときは、速やかに当該補正を行い、発注者の再検査を受けなければな

らない。この場合、再検査の実施については前項の規定を準用する。 

 



 

 

（履行遅滞の場合の損害金） 

第12条 受注者の責に帰すべき事由により、契約期間内に修繕を完了することができない場合において契約期間後に完了の見込みがあ

るときは、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、年 2.5％の割合で計算した額の遅延損害金を徴収することができる。ただし、検

査又は再検査に要した日数は遅延日数に算入しないものとする。 

 

（代金の支払） 

第13条 契約代金は、一括払いとし、発注者の検査完了後、受注者の適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、不正な手段により支払われた場合、受注者は、その部分について代金を発注者に返還するものとする。 

３ 受注者は、発注者の責に帰すべき事由により、前項の規定による修繕代金の支払が遅れたときは、発注者に対して政府契約の支払

遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第 256号）第８条の規定により指定された率をもって計算した遅延利息の支払を請求するこ

とができる。 

 

（発注者の解除権） 

第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。 

(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないとき。 

(2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。 

(3) 契約の履行にあたり、監督員その他職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨げたとき。 

(4) この契約に違反し、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受注者がその違反を是正しないとき。 

(5) 前４号に掲げるほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 

(6) 第９条の規定により、契約期間の延長を申請した場合で、発注者が、発注者の責に帰し難い事由により、その変更に応ずること

ができないとき。 

(7) 第16条の規定によらず、契約の解除を申し出たとき。 

(8) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当する

とき。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時修繕契約を

締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）

又は暴力団員が経に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を

利用するなどしたと認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運

営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

カ 資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当

する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者との契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所にその

旨を掲示することにより、受注者への通知に代えることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から 14 日を経

過したときに生ずるものとする。 

 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第 14 条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の 10 分の１に相当する額を違約金として発注者の

指定する期間内に支払わなければならない。ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限り

でない。 

(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合 

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当するとみなす。 

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定により選任された破産管財

人 

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14 年法律第 154号）の規定により選任された管財

人 

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11 年法律第 225号）の規定により選任された再生

債務者 

３ 受注者は、第１項の違約金を超えて発注者に損害を及ぼしたときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、賠償額は発

注者と受注者とが協議して定めるものとする。 

 

（談合その他の不正行為等に係る発注者の解除権） 

第15条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 

(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。

以下「独占禁止法」という。）第49条に規定する排除措置命令（排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第１項

に規定する納付命令）を行い、当該命令が確定したとき。 

(2) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治40年法律第45号）第96条の６又は同法第 198



 

 

条による刑が確定したとき。 

 

（受注者の解除権） 

第16条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約を解除することができる。 

(1) 第８条第１項の規定による契約内容の変更により、契約金額が３分の２以上減少するとき。 

(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。 

 

（契約不適合責任） 

第 17 条 発注者は、成果品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態（以下「契約不適合」という。）があるとき

は、別に定める場合を除き、その修補、不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者の事

前の承諾を得て、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

２ 前項に規定する場合において、発注者は、同項に規定する履行の追加の請求（以下「追完請求」という。）に代え、又は追完請求と

ともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。ただし、賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。  

３ 第１項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発

注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において、代金の減額の割合は納入日を基準とす

る。 

４ 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求（以下「代金減額請求」という。）、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合

（数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。）が発注者の供した材料の性質又は発注の与えた指図によって生じたものであ

るときは行うことはできない。ただし、受注者が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限

りではない。 

５ 発注者が契約不適合を知った時から１年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、追完請

求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は

重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 

 

（秘密の保持） 

第18条 発注者及び受注者はこの契約の履行に関し、知り得た相手方の秘密を第三者に洩らし、又は利用してはならない。 

 

 （損害賠償額の予約） 

第19条 受注者は、この契約に関して、第15条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金と

して、契約金額の10分の２に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、発注者が特に損害額

がないと認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を越える場合においては、発注者がその超過分につき賠

償を請求することを妨げるものではない。 

 

（契約外の事項） 

第20条 この契約について定めのない事項及び発注者と受注者間に紛争または疑義の生じた事項については、そのつど発注者と受注者

とが協議して定めるものとする。 



個人情報取扱事務に係る特記仕様書 

 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、この契約の履行に当たり、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱い

に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）（盛岡市議会においては、

盛岡市議会の個人情報の保護に関する条例（令和４年条例第48号））及び行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」とい

う。）の趣旨に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わ

なければならない。 

２ 受注者は、発注者が講じるべき安全管理措置と同等の措置を講じなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、この契約の履行に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目

的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（責任者の選任） 

第３ 受注者は、個人情報が適正に取り扱われるよう、個人情報を取り扱う者（以下「事務取扱担

当者」という。）に対して必要かつ適切な監督及び教育を行うため、責任者を選任するものとす

る。 

（事務取扱担当者の明確化） 

第４ 受注者は、事務取扱担当者を明確にするものとする。 

（利用の制限） 

第５ 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、

若しくは作成した個人情報を、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、責任者及び事務

取扱担当者以外の役員及び従業者に利用させてはならない。 

（保有の制限） 

第６ 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集し、又は作成するに当たっ

ては、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 

（適正な取得） 

第７ 受注者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 

（作業場所の特定及び持出しの禁止） 

第８ 受注者は、この契約の履行に当たり、作業場所を特定し、発注者の指示又は事前の承諾があ

る場合を除き、当該作業場所を有する事業所内から個人情報を持ち出してはならない。 

（漏えい、滅失及びき損の防止） 

第９ 受注者は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 



（目的外利用及び外部提供の禁止） 

第10 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約による業務に関して知

り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者（受注者の子会社（会社法

（平成17年法律第86号）第２条第３号に規定する子会社をいう。）を含む。以下同じ。）に提供

してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第11 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約による事務を処理する

ために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料

等を複写し、又は複製してはならない。 

（日本国外における取扱いの禁止） 

第12 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を日本国外において取り扱っては

ならない。 

（再委託の禁止） 

第13 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者

の事前の承諾がある場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。 

２ 受注者は、前項の規定により委託する場合には、受注者と当該第三者との再委託に係る契約に

おいて、この契約に基づき個人情報の取扱いに関して受注者が発注者に対して負う義務等と同等

の義務等を当該第三者が負うべき旨を契約書に明記しなければならない。再委託先が再々委託を

行う場合以降も同様とする。 

（返還等） 

第14 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、

若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又

は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示をしたときは、消去又は廃棄の方法により当

該個人情報が記録された資料等を処分するものとする。 

２ 受注者は、前項ただし書の規定により処分したときは、当該消去又は廃棄を行った日時及び担

当者氏名並びに当該消去又は廃棄の内容について、発注者に書面により報告しなければならない。 

（報告） 

第15 受注者は、発注者から求めがあったときは、委託先における責任者及び事務取扱担当者の管

理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況について、発注者に書面により報告しなければなら

ない。 

（立入検査等） 

第16 発注者は、必要があると認めたときは、この契約の遵守状況を確認するために必要な範囲内

において、受注者がこの契約を履行するための事務室、電子計算機室等に立ち入り、電子計算機

その他の必要な物を検査し、又は関係者に質問することができる。 



２ 発注者は、必要があると認めたときは、受注者の履行に発注者の職員を立ち会わせ、又は受注

者に対しこの契約の実施に関して、調査し、若しくは報告を求めることができる。 

３ 前２項の規定は、受注者が発注者の承諾を得てこの契約による業務における個人情報の処理に

ついて第三者に委託する場合において準用する。再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とす

る。 

４ 発注者は、受注者からの報告及び前３項の立入検査等の結果、受注者における個人情報の取扱

いが、不適当と判断したときは、受注者に対し、個人情報の安全管理措置の改善を求めることが

できるものとし、受注者はこれに対し速やかに応じなければならない。 

（事故発生時における報告） 

第17 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、

直ちに理由を添えて発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は

解除された後においても同様とする。 

（事務取扱担当者への周知徹底） 

第18 受注者は、事務取扱担当者に対し、個人情報の適正な取扱いが確保されるよう、在職中及び

退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目

的に使用してはならないことなどについて必要な事項を周知しなければならない。 

（教育研修） 

第19 受注者は、責任者及び事務取扱担当者に対し、個人情報の適正な取扱いについて理解を深め、

個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。 

２ 受注者は、事務取扱担当者のうち、情報システムの管理に関する事務に従事する者に対し、個

人情報等の適切な管理のため、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な

教育研修を行うものとする。 

３ 受注者は、事務取扱担当者のうち、番号法第２条第９項に規定する特定個人情報ファイルを取

り扱う事務に従事する者に対し、番号法第29条の２の規定によるサイバーセキュリティ（「サイ

バーセキュリティ基本法」（平成26年法律第104号）第２条に規定するサイバーセキュリティを

いう。）の確保に関する事項その他の事項に関する教育研修を行うものとする。 

４ 受注者は、教育研修を実施するに当たり、研修計画を策定し、実施体制を確立するものとする。 

（契約の解除及び損害賠償） 

第20 受注者がこの契約に違反していると発注者が認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求

をすることができるものとする。 

２ 業務の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の

責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。 

 



公正な職務の執行に係る特記仕様書 

 

（基本的事項） 

第１ 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保

に関する条例（平成21年条例第29号。以下「条例」という。）に基づき、市民の利益の保護を図

るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 

（通報対象事実） 

第２ 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者（以下「役職員」という。）の契

約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若し

くは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 

（公益通報） 

第３ 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨

を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。ただし、不正の利益

を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 

（通報対象事実に係る措置） 

第４ 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受け

たときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 

（調査の協力） 

第５ 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛

岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 

２ 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。その

職を退いた後も同様とする。 

（不利益な取扱いの禁止） 

第６ 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、

又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 

２ 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたと

きは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 

（公表） 

第７ 発注者は、受注者が正当な理由なく第４又は第６の措置を講じないと発注者が認めたときは、

その旨を公表することができるものとする。 

（契約の解除及び損害賠償） 

第８ 発注者は、受注者が第４又は第６の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第５の調査に正

当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 

２ 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の

責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。 


